
令和6年度事業計画


〇法人全体
　　令和6年度も事業主体となる生活介護事業「まりん」と放課後等デイサービス「ライトハウス」を中心に事業を運営していく形で、他「ヘルパーステーション海渡」、「フルセイル平田」、「相談支援事業所ライトハウス」など主要5事業を継続して行く。
　　事業個々の体勢もそれぞれ職員の人員増員に伴い配置の変更を予定しおり、職員の資質向上のため、事業所内の指導・助言や研修などへの派遣を実施し、利用者主体で継続的に安定した事業運営となるため人材の育成と体制整備を進めていく。
ただし、今年度は新たに報酬改定があり、現行示されている改訂の内容では、昨年度同様の支援では報酬の減算が見込まれる部分があり、報酬改定の内容などを吟味しながら各事業の支援内容や事業継続のための検討を行う必要がある。
　　また、今年度の新事業として。共同生活援助で市内中心部に「フルセイル中妻」（仮称）を男性型で6名定員での６月に開所を予定しており、入居者の募集など関係各所に協力を仰ぎ早期に運営の安定を目指す。加えて相談支援事業では基幹相談支援センターとして受託事業所となる「釜石広域基幹相談支援センター」へ職員を派遣する形で基幹相談支援センター運営の協力を予定している。













〇まりん（生活介護事業）
　　令和6年度の利用者数は、生活介護、地域生活支援センターⅡ型事業ともにほぼ横ばいの見通し。ただし令和6年度の報酬改定により、サービス提供時間ごとの基本報酬の設定に変更されたため、収益は微減となる見込み。日中一時支援事業は、現在利用されている生徒児童を中心に、生活介護事業に支障のない範囲で、新たな受け入れを検討していきたい。
　　また、利用人数の増加に伴い、余裕を持った活動場所の確保が必要となってきているため、事業所の移転も徐々に検討していく必要があると考える。
　　職員体制は令和5年度の体制を維持し、継続可能な配置を適宜検討していく。また受講要件の揃っている職員はサービス管理責任者・行動援護従事者等の取得のための研修参加を予定。
　　事業内容としては令和５年度からの取り組みを継続しつつ、自主製品の対面販売の機会を設けられるようにし、様々な地域の方たちとの交流の機会をより多く持てるようにする。
　　令和６年度も利用者お一人おひとりの求めに応えられるような支援を継続していく。


○ヘルパーステーション海渡（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）
　釜石市が提案する福祉計画では、重度訪問介護、行動援護の利用者数の推移はほぼ横ばいの状況と予測されているが、今後希望があった際の対応ができるように事業の運営はこれまで通り行っていきたい。また令和6年度は大規模な報酬改定が行われ居宅系事業についてもＢＣＰ、介護給付費等の区分の変更等対応を求められる事項があるため、確認を行いながら実施していきたい。
今年度としては、これまでの取組みを継続しながら、生活に身近な支援を行うメリットを活かしながら、各事業や他事業所と連携測りながら対応が難しい事例への支援を目指したい。人員体制については、まりんと兼務体制が主になっているが、働いていただくヘルパーや各自事業への負担感を考慮しながら、無理のない範囲での事業運営を行っていきたい。







〇フルセイル平田（共同生活援助事業）
　現在9室満床になっている事から、引き続き入居者の安定した生活を継続していくことで収入面の安定が見込まれる為、体調管理や感染症予防はもちろんのこと、個々の生活リズムや障害特性等を受け入れながら、入居者同士が協力しながらも楽しく生活できるよう支援していく。
　また令和６年６月、2カ所目の共同生活援助事業（６名定員）の開所に向けて、準備を進めている。人員の確保や配置基準等、他事業の職員の協力も得ながら、業務分担や体制整備を行い、新たによりよい生活の場を提供できるように努める。


〇放課後等デイサービス『ライトハウス』
　令和5年度は市内小学校と支援学校の利用が同数であった。支援学校の中学生高校生にとっては、にぎやかで疲れる場所となってきている。これをうけ、中学生からは、環境的にゆっくりできる事業所への移行も提案していく予定である。
　令和5年度の事業所評価では、体育館での運動や　ドライブ等、ライトハウス以外の場所での活動の希望があった。現在、送迎中心の運転手を戸外活動にも活用していく予定である。保護者と一緒の活動や、定期的な面談等　保護者に寄り添った支援が出来るように努めていきたい。
　放課後デイの利用定員10名である。毎日利用予定を10名にしているが、当日のキャンセルにより、10人利用するのは令和5年度は10日／20日営業日である。当日キャンセルは、体調不良などやむをえない場合もあるが、定期受診など事前にわかる事もあるので、利用希望調査時に把握に務める。
　また令和5年度中に申請した日本郵便(株)の補助申請が通り、事業所内のトイレのリフォームと水洗化、駐車場の舗装やカーポート設置など、利用対象児受け入れに環境面での改善として修繕を予定している。
　また、現状使用している送迎車両では車いすの児童を乗せると、他１名しか乗れないため、看護師の同乗が必要な医療的ケア児の送迎に支障が出る。
そのため車いす使用の大型車を購入する必要がある。

●日中一時支援『ライトハウス）
　　今後も放課後等デイサービスの補完制度として利用していく。
保護者の休日就労、同胞達の学校行事等の際にも積極的な活用を提案していきます。
　●地域活動支援センターⅡ型『ライトハウス』
自主サークルは継続し、在宅の方に居場所として利用していただきます。


〇相談支援事業所ライトハウス
　相談支援事業として一人体勢での事業を継続しており、予てより念願だった複数体制での相談支援専門員配置のため、今年１月に社会福祉士・精神保健福祉士を有する1名を雇用。今年度中に相談支援専門員の資格取得に向けた研修などの参加を予定。加えて、４月から相談支援専門員（社会福祉士）の経験者を1名雇用し、「計画相談支援・障害児相談支援」を3名体制で実施し、これまで以上のきめ細やかな支援体制の構築を目指す。
　また、今年度から当圏域に「釜石広域基幹相談支援センター」が設置され、主
任相談支援専門員の有資格者を派遣する形で一部事業運営の協力を行っていく。

　
